
別紙５ 

 

無圧温水ヒーター等整備業務実施要領  
 

 この実施要領は、無圧温水ヒーター等整備業務の大要を示すものであって、現場の状

況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うものとす

る。  

 

１  対象設備  

名称 型式 製造元 設置年月  台数 

無 圧 温 水 ヒ ー タ ー  NEOS-S-3000MK 昭和鉄工 (株 ) 令和４年３月  ２台 

オ イ ル バ ー ナ ー  RL-50LK 昭和鉄工 (株 ) 令和４年３月  ２台 

   

２  実施基準  

（１）無圧温水ヒーター及びオイルバーナーの点検及び整備を年１回以上行う。  

（２）内容は下記のとおりとする。  

ア  着 火 電 極 廻 り 点 検 清 掃  

イ  炎 検 出 器 点 検 清 掃  

ウ  オ イ ル 漏 れ 点 検  

エ  オ イ ル ス ト レ ー ナ 清 掃  

オ  排 ガ ス 測 定  

カ  燃 焼 調 整  

キ  各 安 全 装 置 点 検  

ク  水 面 計 清 掃  

ケ  水 位 電 極 清 掃  

コ  給 水 ス ト レ ー ナ 清 掃  

サ  防 錆 剤 投 入  

 

３  実施計画及び実施報告  

受託者は、業務に関する実施計画を策定したときは、委託者に通知すること。また、

業務を実施したときは、 速やかに委託者に写真を添えて報告書を提出すること。 

 

４  負担区分  

（１）この業務に使用する工具、測定計器、薬品、パッキン等の消耗品は受託者の負担

とする。 

（２）この業務に使用する電気、灯油及び水は委託者の負担とする。  


